
議案第４５号 

 

四万十町文化的施設整備事業に係る施設規模の見直しを求めることについて

住民の意思を問う住民投票条例について 

 

 四万十町文化的施設整備事業に係る施設規模の見直しを求めることについて住民

の意思を問う住民投票条例を次のように定める。 

 

  令和５年９月１３日提出 

 

四万十町長 中尾 博憲   

 

四万十町条例第 号 

 

四万十町文化的施設整備事業に係る施設規模の見直しを求めることについて

住民の意思を問う住民投票条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、四万十町文化的施設整備事業（以下「本事業」という。）に係る

施設規模の見直しを求めることについて、町民の意思を明らかにし、町政の民主的

かつ健全な運営を図ることを目的とする。 

（住民投票の実施） 

第２条 前条の目的を達成するため、本事業に係る施設規模の見直しを求めることに

関し、町民の意思を明らかにするための町民による投票（以下「住民投票」という。）

を行う。 

２ 住民投票は、町民の意思が正しく反映されるものでなければならない。従って、

この条例の解釈及び運用は、町民の意思表明の自由を保障するとともに、町民の意

思形成の機会拡大に資するよう、これを行わなければならない。 

（住民投票の執行） 

第３条 住民投票は、町長が執行するものとする。 

２ 町長は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 180条の２の規定に基づき、協

議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を、四万十町選挙

管理委員会（以下「選挙管理委員会」という。）に委任するものとする。 

（投票日の期日） 

第４条 住民投票の期日（以下「投票日」という。）は、この条例の施行の日から起算

して 90日を経過する日までの間において町長が定めるものとする。 

２ 町長は、投票日の 10日前までに投票日を告示しなければならない。 

（投票の資格者） 



第５条 住民投票の資格を有する者（以下「投票資格者」という。）は、次の各号のい

ずれにも該当する者とする。 

(１) 投票日において年齢満 18歳以上の日本国籍を有する者 

(２) 前条第２項の規定による告示の日の前日において、その者に係る本町の住民

票が作成された日（他の市（特別区を含む。）町村から本町に住所を移した者で、

住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81 号）第 22条の規定により届出をした者に

ついては、当該届出をした日）から引き続き３月以上本町の住民基本台帳に記録

されている者（投票日（第７条第２項に規定する期日前投票にあっては、当該期

日前投票を行う日。次項において同じ。）まで引き続き本町に住所を有していな

い者を除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）

第 11条第１項若しくは第 252条又は政治資金規正法（昭和 23年法律第 194号）第

28 条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票における投票の資格

を有しない。 

（投票の方法） 

第６条 住民投票は、秘密投票とし、１人１票とする。 

２ 住民投票を行う投票資格者（以下「投票人」という。）は、投票用紙の選択肢から

一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならな

い。 

３ 前項に規定する○の記号の記載方法は、○の記号を自書する方法によるものとす

る。 

４ 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の

記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申し立てて代理投票をさせ

ることができる。 

５ 点字による投票の方法は、規則で定める。 

（投票所においての投票） 

第７条 投票人は、投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の

対照を経て投票しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又

は不在者投票を行うことができる。 

 （投票用紙の様式） 

第８条 第６条第２項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。 

２ 第６条第５項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。 

（情報公開） 

第９条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、町民が適切な情報に基づい

て判断できるよう必要な情報提供を行うものとする。 

２ 町長は、前項に規定する情報の提供にあたっては、中立性の保持に留意しなけれ

ばならない。 



 （住民投票運動） 

第 10 条 住民投票に関する住民運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資

格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環

境が侵害されるものであってはならない。 

２ 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。 

（投票の効力の決定） 

第 11 条 投票の効力の決定にあたっては、次条の規定に反しない限りにおいて、そ

の投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。 

 （無効投票） 

第 12条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。 

 (１) 所定の投票用紙を用いないもの 

 (２) ○の記号以外の事項を記載したもの 

 (３) ○の記号のほか、他事を記載したもの 

 (４) ○の記号を投票用紙の施設規模の見直しを求めるの欄及び施設規模の見直

しを求めないの欄のいずれにも記載したもの 

 (５) ○の記号を投票用紙の施設規模の見直しを求めるの欄及び施設規模の見直

しを求めないの欄のいずれに記載したのかを判別し難いもの 

 (６) 白紙投票 

 （投票及び開票） 

第 13 条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項

については、公職選挙法、公職選挙法施行令（昭和 25年政令第 89号）及び公職選

挙法施行規則（昭和 25年総理府令第 13号）の規定により行われる本町の議会議員

又は長の選挙の例による。 

 （投票結果の告示等） 

第 14 条 町長は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するととも

に、町議会議長にその内容を通知しなければならない。 

 （投票結果の尊重） 

第 15条 町議会及び町長は、四万十町まちづくり基本条例（平成 22年四万十町条例

第 25号）の理念に鑑み、住民投票の結果を尊重しなければならない。 

 （規則への委任） 

第 16 条 この条例に定めるもののほか、住民投票の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （この条例の失効） 

２ この条例は、住民投票の実施の翌日から起算して 90 日を経過した日に、その効

力を失う。 



別記様式（第８条関係） 
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＜注意＞ 

１ 四万十町文化的施設整備事業について、あなた

が良いと思う選択肢の上の「○をつける欄」に○を

つけてください。 

 

２ ○のほかは、何も書かないでください。 
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備考 

１ 投票用紙の大きさは、縦 120ミリメートル、横 78ミリメートルとする。 

２ 用紙の色は白色とし、印刷の文字は黒字とする。 

３ 投票用紙に押印すべき印は、刷込印とする。 



地方自治法第 74 条第 3 項の規定による「四万十町文化的施設整備事業

に係る施設規模の見直しを求めることについて住民の意思を問う住民投

票条例（案）」に対する意見書 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条第１項の規定に基づき、「四万十町文化的施

設整備事業に係る施設規模の見直しを求めることについて住民の意思を問う住民投票条例

（以下、「条例案」という。）」の制定を求める直接請求がありましたので、同条第３項の規定

により、次のとおり意見を申し述べます。 

 

１ はじめに 

今回の直接請求において論点とされている「施設規模」は、複合施設として整備を進めて

きた文化的施設の根幹に関わる重要な部分です。この施設規模の見直しを求めるにあたって、

具体的な方法や今の施設規模に代わる見直しの案が提示されないまま、「施設規模の見直し」

という曖昧な表現で、住民投票を求めることに疑問を感じざるを得ません。 

この事業は、平成 29年度から検討が始まり、令和３年３月には基本設計が完了しています

が、同月には「文化的施設建設反対の嘆願書」が提出され、昨年 11月には「文化的施設整備

事業の一時休止を求める請願書」が提出されています。一方で、施設に期待する意見も寄せ

られるなど、折に触れ様々な形で町民の皆様からご意見をいただいてきました。いただいた

ご意見は真摯に受け止め、その都度、提案に対する検討・精査や対話に努めるとともに、町

民の皆様との情報共有も行ってきたところですが、文化的施設は、文化の振興やまちづくり

の拠点として、この町の未来にとって欠かすことのできない施設であるとの確信を持って、

整備を進めてきたところです。 

今回、直接請求のあった施設規模の見直しを求める住民投票条例ですが、議会での議決を

経て施設本体の入札が行われ、施設の愛称募集まで行われているこの状況下、このタイミン

グにおいて、条例が可決され住民投票が行われることとなれば、町政に大きな混乱を招く恐

れがあります。さらに、見直しにあたっての具体的な方法や提案等が示されないまま施設規

模を見直すとなれば、単に設計を変更するだけに留まらず、施設そのものの必要性や複合施

設としての在り方など、基本構想の議論にまで立ち返らざるを得ません。つまり、それは規

模の見直しではなく、多くの時間と労力や費用を投じ、様々な方々のご理解やご協力、議会

の議決といった手順を踏まえながら進めてきたこの事業を、中止せざるを得ないものと考え

ています。また、そういった意味で今回の施設規模の見直しを求める住民投票は、投票の目

的とされている「規模の見直しを求めることについて、町民の意思を明らかにする」ことで

はなく、実質的には「事業の中止を求める住民投票」に等しく、議員の皆様や町民の皆様に

対し、その重大な選択が迫られているものと受け止めています。 

本件に限らず、既に示されている計画等に対して疑義や異を唱えるのであれば、唱える側



が、それを裏付けるだけの明確な理由とその根拠、更にはそれに代わる提案や見直すための

具体的な方法を示す義務と責任があるものと考えます。議員の皆様にはそれを踏まえた上で

の適切なご判断をお願いしたいと考えています。 

 

２ 施設規模に関する町の基本的な考え 

それでは、まず条例制定請求の要旨の中で、論点とされております施設規模につきまして、

これまでの経過とあわせて町の基本的な考えを申し上げます。 

文化的施設は、旧法務局を改修した現図書館（本館）・美術館の老朽化や、美術品の収蔵環

境の改善といった課題に対応するため、今から６年前の平成 29年度から検討が始まったもの

です。検討にあたっては、当時の社会教育委員や図書館協議会・美術館運営審議会、文化財

保護審議会といった関係機関等の代表者をはじめ、町内保育所・学校の保護者や関係者、さ

らには図書館等の利用者や有識者、公募委員ら計 15名の外部委員で構成された「検討委員会」

によって議論が重ねられ、その議論をもとに基本構想や基本計画を策定してきました。その

中で、本施設を図書館・美術館・展示・コミュニティの４つの機能を備えた複合施設とする

ことや、必要な施設規模等についてお示ししてきたところです。 

なお、その施設規模については、公益社団法人「日本図書館協会」が示したガイドラインに

沿って、現在の人口規模ではなく、将来の人口動向を見据えた人口規模をもとに必要な面積を

算出するなど、基本計画の検討段階から様々な基準や根拠をもとに協議を重ねてきました。あ

わせて、ユニバーサルデザインへの対応といった時代にあった公共施設の在り方や、現在の設

計基準に照らし合わせた施設規模についても検討を行い、令和元年度に策定した基本計画にお

いて、現在の施設規模を想定面積としてお示ししたところです。 

この想定面積をもとに、令和元年度には施設の設計に必要な予算を計上し、令和２年度末

には基本設計が完成しています。さらに、令和３年度には本体建築工事費等も含めた事業費

の総額（継続費予算）について議会の議決をいただいた上で実施設計に着手し、基本設計や

実施設計それぞれの段階において、出来る限りの精査・縮小にも努めながら、必要最低限の

施設規模として、令和４年 10月に実施設計が完了したところです。 

なお、議会において可決いただきました継続費予算につきましては、基本設計をお示しし

た上で審議されたものであり、開館までの８年間に及ぶ総事業費はもとより、施設規模等も

含めた議決だと認識しているところです。加えて、本町の最上位計画として位置付けられて

いる総合振興計画におきましても、文化的施設の整備が明記されており、令和４年３月の議

会定例会におきまして全会一致で可決されたほか、本事業の財源として過疎対策事業債を活

用するため、過疎地域持続的発展計画に事業を追加することについて、同年 12月の議会定例

会におきまして、全会一致で可決いただくなど、関係する計画についてもその都度、議会の

議決をいただきながら進めてきたところです。さらに、町民の皆様ともこれまで可能な限り

情報の共有や意見公募、気運の醸成などにも努めてきました。 



以上を踏まえた上での今回の直接請求ですが、冒頭でも申し上げたとおり、施設規模は複

合施設として整備を進めてきた文化的施設の根幹に関わる重要な部分であり、その施設規模

の見直しを求めることは、検討委員会による協議や各種計画に疑義を唱えると同時に、議会

における議論や審議結果を否定することに等しいことだと考えます。繰り返しとなりますが、

施設規模に対する根拠やこれまでの経過、議会での議決等を踏まえながらお示ししてきた現

在の施設規模は、この施設が計画に示された目的を果たすために必要な最低限の規模であり、

改めて見直しはできないものと考えています。 

 

３ 条例案に対する意見 

次に、条例案について意見を申し上げます。 

まず、条例案第１条では、この条例の目的として「施設規模の見直しを求めることについ

て、町民の意思を明らかにし、町政の民主的かつ健全な運営を図ること」とされていますが、

ここで明らかにしておくべき重要なポイントとして、今回の直接請求の要旨でもある「施設

規模の見直し」とは具体的に何を意味するのか、ということです。それが規模の縮小なのか

拡大なのか、あるいは施設そのものを不要と考えるのか。仮に規模縮小が前提だとしても、

何をどの程度縮小すべきなのか。それは図書館部分の縮小なのか、あるいは美術館機能その

ものが不要と考えるのか。それに伴う事業費との連動性や整合性もなく、何について町民の

意思を明らかにしようとしているのか不明確と言わざるを得ません。また、仮に規模を見直

すとなった場合、どこまで議論を遡り、それを誰が、どのような手順で、どのような基準に

基づき、どういった合意を得ながら見直すのか、といった具体的な方法や見直しに必要な期

間も重要となってきます。このように見直すための具体的な方法や代替案等が全く示されて

いない中での「施設規模の見直し」を求める住民投票は、問われている内容が町民１人ひと

りの解釈に委ねられることから、条例案で求められている「町民の意思を明らかにする」こ

とは出来ず、その結果がどうであれ、町政に大きな混乱を招く恐れがあります。 

次に、条例案第２条第１項におきまして「施設規模の見直しを求めることに関し、町民の

意思を明らかにするための町民による投票を行う」とされていますが、先ほどもご説明した

とおり、規模の見直しといってもその捉え方や考え方は様々であり、投票の結果を「規模の

見直し」という結論に集約すべきではなく、またその結果をもって町民の意思が明らかにな

ったとは言い難いと考えます。賛否を問う住民投票条例であるならば、投票資格者である有

権者がその判断に迷うことなく票を投じられるよう、また、その結果が解釈に迷うことなく

正しく反映されるよう、判断基準などは明確であるべきと考えますし、その具体的な方法や

代替案等が示されていない中での住民投票は実施すべきではないと考えます。 

続いて、条例案第 15条におきまして「町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなけれ

ばならない」とされていますが、こちらも先ほどご説明したとおり、「施設規模の見直し」と

いう結果だけでは、見直しにあたっての具体的な方法や、適当と考えられる施設規模等が不



明であり、どのように規模を見直せば第２条第２項で求められている「町民の意思が正しく

反映」されたことになるのか判断がつかず、結果的に「投票の結果を尊重」することが出来

ないものと考えます。 

次に、住民投票の成立要件です。条例案第２条第２項では「町民の意思が正しく反映され

るものでなければならない」とされ、第 15条では「住民投票の結果を尊重しなければならな

い」とされています。議会における議決やこれまでの経過等を踏まえず、あえて投票結果を

尊重しようとするのであれば、有効となる投票率に関する規定が必要であると考えますが、

条例案にはその旨が規定されていません。具体的には、議会制民主主義を補完し、民意を確

実に反映させるためには、最低でも過半数である 50％を超える有効投票を、住民投票におけ

る成立要件として定めるべきであると考えます。 

 

４ 終わりに 

最後に、財政負担に対する考えを申し上げます。平成 29年度から検討が始まったこの事業

には、これまで６年以上の歳月と２億円以上の経費が投じられていますが、事業の中止とな

れば、これまでに投じてきた多くの時間と労力や費用が無駄になるほか、新たに損害賠償と

いった経費が発生する可能性もあります。さらに、この事業の大きな財源として見込んでい

る合併特例債の発行期限が間近に迫っている中で、事業の見直しを行うとなれば合併特例債

の活用が見込めなくなり、これによって特に美術館部分に対する財源の確保が困難になるこ

とも考えられます。このため場合によっては、事業費そのものは今より圧縮できたとしても、

有利な財源が活用できなくなることによって、町の実質的な負担は今以上となる恐れもあり

ます。 

地方自治の根幹は住民自治の実現であり、そのための仕組みとして議会や住民による直接

請求といった制度がある中で、行政としては、今回の直接請求も含め、町民の皆様の声に耳

を傾け、その意思を尊重していくことは重要だと考えています。しかしながら、条例案の論

点が明確でない上に、これまで十分な時間をかけて議論を重ねながら、町民の代表である議

会において予算等が審議・可決され、本体工事の入札まで進んだこのタイミングにおいての

住民投票は、やはり町政に大きな混乱を招くと同時に、様々な面において多大な損失に繋が

り兼ねないと考えます。以上のことから、改めて住民投票を実施することは意義を見出し難

く、住民投票は実施すべきではないと考えます。 

議員の皆様におかれましては、仮に「施設規模を見直すべき」となった場合の影響等をし

っかりと見据えた上で、慎重な判断と責任のある選択をお願いし、直接請求に基づく住民投

票条例の制定にあたっての意見とさせていただきます。 
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